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ページ・項 変更前（令和３年度） 変更後（令和４年度） 備考 

P.1 

第１章 

第２節  

１０量水標等および量水標管理者（法第２条第７項、法第１

２条） 

１０量水標等及び量水標管理者（法第２条第７項、法第１２

条） 

県計画

の記載に

合わせ修

正（表記

の整理） 

P.2 

第１章 

第２節  

１１水防協力団体（法第３６条） 

(追加)法人その他これに準ずるものとして国土交通省令

（水防法施行規則第１３条）で定める団体であって、水防

に関する業務を適正かつ確実に行うことができると認め

て、水防管理者が指定した団体をいう。 

１１水防協力団体（法第３６条） 

水防に関する業務を適正かつ確実に行うことができる

と認められる法人その他これに準ずるものとして国土交

通省令（水防法施行規則第２１条）で定める団体であっ

て、水防管理者が指定したもの。 

県計画

の記載に

合わせ修

正（表記

の整理） 

P.3 

第１章 

第２節 

※ 洪水特別警戒水位 

法第１３条第１項(追加)第２項に定める洪水による災害の

発生を特に警戒すべき水位。 

 

※ 洪水特別警戒水位 

法第１３条第１項及び第２項に定める洪水による災害の

発生を特に警戒すべき水位。 

 

県計画

の記載に

合わせ修

正（表記

の整理） 

P.４ 

第 1章 

第２節 

２３洪水浸水想定区域（法第１４条第１項(追加)） 

国土交通大臣又は知事が、洪水予報河川、水位周知河川に

ついて、当該河川が氾濫した場合に浸水が想定されるとして

指定する区域 

２４雨水出水浸水想定区域（法第１４条の２第１項(追加)） 

知事又は市町村長が、水位周知下水道について、雨水を

排除できなくなった場合又は（追加）河河川等に雨水を排

除できなくなった場合に浸水が想定されるとして指定する

区域 

２５高潮浸水想定区域（法第１４条の３第１項） 

 知事は、水位周知海岸（追加）について、高潮による氾濫

が発生した場合に浸水が想定されるとして指定した区域 

２３洪水浸水想定区域（法第１４条第１項・２項） 

国土交通大臣又は知事が、洪水予報河川、水位周知河川

その他の河川が氾濫した場合に浸水が想定されるとして指

定する区域 

２４雨水出水浸水想定区域（法第１４条の２第１項・第２

項） 

知事又は市長が、水位周知下水道その他の排水施設に

雨水を排除できなくなった場合又は当該排水施設から河

川等に雨水を排除できなくなった場合に浸水が想定され

るとして指定する区域 

２５高潮浸水想定区域（法第１４条の３第１項） 

 知事が、水位周知海岸その他の海岸について、高潮によ

県計画

の記載に

合わせ修

正 

（法改正

に伴う変

更） 
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る氾濫が発生した場合に浸水が想定されるとして指定す

る区域 

P.4～7 

第 1章 

第 3節 

１ 水防管理団体等の責任 

(1) 水防法上の一次的責任又は権限 

水防管理団体である碧南市は次の事項によりその管轄区域

内の水防を十分に果たすべき責任（法第５条の水防団等の所

轄にかかる事項を含む）を有する（法第３条）。 

（略） 

オ 通信連絡系統を確立すること（（追加）法法第２条第６

項、法第３条） 

（略） 

ク 洪水浸水想定区域（近接する区域を含む）で輪中堤防

等の区域であって浸水拡大を抑制する効用があると認められ

るものを浸水被害軽減地区として指定することができる（法

第１５条の６） 

ツ 危険が切迫しているときに必要な区域の居住者（追加）

に対する立退きを指示することができる。その場合警察に通

知すること（法第２９条） 

(略) 

(3) 市の責任 

（略） 

(追加) 

 

 

 

 

１ 水防管理団体等の責任 

(1) 水防法上の一次的責任又は権限 

水防管理団体である碧南市は次の事項によりその管轄区
域内の水防を十分に果たすべき責任（法第５条の水防団等
の所轄に係る事項を含む）を有する（法第３条）。 

（略） 

 

オ 通信連絡系統を確立すること（法第２７条、法第２条

第６項） 

（略） 

ク 洪水浸水想定区域（近接する区域を含む）で輪中堤

防等の区域であって浸水拡大を抑制する効用があると認め

られるものを浸水被害軽減地区として指定すること（法第

１５条の６） 

ツ 危険が切迫しているときに必要と認める区域の居住者

等に対して立退きを指示することができる。その場合当該

区域を管轄する警察署長に通知すること（法第２９条） 

(略) 

(3) 市の責任 

（略） 

ウ 避難確保計画又は浸水防止計画を作成していない

要配慮者利用施設の所有者又は管理者への必要な指

示、指示に従わなかった旨の公表をすること（法第１

５条の３第３項） 

エ 市域内に在する河川のうち、洪水時の避難を確保

県計画

の記載に

合わせ修

正（表記

の整理） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画に

あわせ追

記 
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（略） 

(5) 市町村地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の

所有者又は管理者の責任 

   要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速

な避難の確保を図るために必要な訓練、その他の措置に

関する計画を作成すること（法第１５条の３） 

（略） 

３ （追記） 

することが特に必要と認められる河川、過去の浸水

状況を把握することに努め、予想される水害の危険

を住民等に周知すること（法第１５条の１１） 

（略） 

(5) 市地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の所有

者又は管理者の責任 

   要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅

速な避難の確保を図るために必要な訓練、その他の措

置に関する計画を作成すること（法第１５条の３） 

  （略） 

３ 警察官の事務 

水防上緊急の必要がある場所において、水防団長、水防団員

若しくは消防機関に属する者がいないとき、又はこれらの

者の要求があったときに、警戒区域を設定し、水防関係者以

外の者に対してその区域への立入りを禁止し、若しくは制

限し、又はその区域からの退去を命ずること。（法第２１条

第２項） 

 

 

 

 

 

表記の

修正 

 

 

 

 

 

 

 

県計画

にあわせ

追記 



【碧南市水防計画 新旧対照表】 

- 4 - 

P.9 

第 2章 

第 2節 

  

碧南市各

部局にお

ける活動

の反映等 

（情報の

更新等） 
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P.14、16 

第 5章 

第 1節 

１ 評定基準 

(1) 国管理区間 

 

(2) 県及び市管理区間 

 

区
分
番
号 

種 

別 

重  要  性 選 定 理 

由 

（ 例

示 ） 

Ａ 水防上最も重

要な区間 

Ｂ 次に重要

な区間 

Ｃ やや危険

な区間 

（略） 

種  別 

重  要  度 

要注意区間 Ａ 水防上最も重要な区

間 
Ｂ 水防上重要な区間 

（略）  

堤体漏  水 堤防の機能に支 障が
生じる堤体の 変状の履

歴（被災 状況が確認で
きる もの）があり、類似 の変
状が繰り返し 生じている

箇所。 
堤体の土質、法 匂配

等からみて堤 防の機能

に支障が 生じる堤体の
変状 の生じるおそれが 
あり、かつ堤防の 機能

に支障が生じ る堤体の
変状の履 歴（被災状況
が確 認できるもの）が 

ある箇所。 
水防団等と意見  交換を
行い、堤体 漏水が生じる

可能 性が特に高いと考 え
られる箇所 

堤防の機能に支 障が
生じる堤体の 変状の履

歴（被災 状況が確認で
きる もの）があり、安全が確認
されていない箇所、又は堤防の

機能に支障は生じていないが、
進行性がある堤体の変状が集中
している箇所。 

 堤防の機能に支 障が生
じる堤体の 変状の履歴
（被災 状況が確認でき

る もの）  はないが、堤体の
土質、法 匂配等からみ
て堤 防の機能に支障が 

生じる堤体の変状 の生
じるおそれが あると考 え
られる箇所 

水防団等と意見 交換
を行い、堤体 漏水が生
じる可能 性が特に高い

と考 えられる箇所 

 

（略） 

１ 評定基準 

(1) 国管理区間 

 

(2) 県及び市管理区間 

 

区
分
番
号 

種 

別 

重  要  性 選 定 理 

由 

（ 例

示 ） 

Ａ 水防上最も重

要な区間 

Ｂ 次に重要

な区間 

Ｃ やや危険

な区間 

（略 

種  別 

重  要  度 

要注意区間 Ａ 水防上最も重要な区

間 
Ｂ 水防上重要な区間 

（略）  

堤体漏  水 堤防の機能に支 障が

生じる堤体の 変状の履
歴（被災 状況が確認で
きる もの）があり、類似 の変

状が繰り返し 生じている
箇所。 

堤体の土質、法 勾配

等からみて堤 防の機能
に支障が 生じる堤体の
変状 の生じるおそれが 

あり、かつ堤防の 機能
に支障が生じ る堤体の
変状の履 歴（被災状況

が確 認できるもの）が 
ある箇所。 
水防団等と意見  交換を

行い、堤体 漏水が生じる
可能 性が特に高いと考 え
られる箇所 

堤防の機能に支 障が

生じる堤体の 変状の履
歴（被災 状況が確認で
きる もの）があり、安全が確認

されていない箇所、又は堤防の
機能に支障は生じていないが、
進行性がある堤体の変状が集中

している箇所。 
 堤防の機能に支 障が生
じる堤体の 変状の履歴

（被災 状況が確認でき
る もの）  はないが、堤体の
土質、法 勾配等からみ

て堤 防の機能に支障が 
生じる堤体の変状 の生
じるおそれが あると考 え

られる箇所 
水防団等と意見 交換

を行い、堤体 漏水が生

じる可能 性が特に高い
と考 えられる箇所 

 

（略） 

県計画

の記載に

合わせ修

正 

（表記の

整理） 
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２ 

堤
防
断
面 

一連の堤防の内、計
画堤防断面に対し
て特に断面が狭小
である箇所または
堤防の上端幅（天端
幅）が狭い箇所。（堤
防断面積あるいは
堤防の上端幅（天端
幅）が計画の１／２
以下の区間）。パラ
ペットが設置され
ており、その高さが
３０ｃｍ以上の箇
所。 

一連の堤防の
内、計画堤防断
面に対して断
面が狭小であ
る箇所または
堤防の上端幅
（天端幅）が狭
い箇所。（堤防
断面積あるい
は堤防の上端
幅（天端幅）が
計画の２／３
以下の区間）。
パラペットが
設置されてお
り、その高さが
３０ｃｍ未満
の箇所。 

 ・堤防断面
不足 
・堤防の上
端幅 
（天端幅）
不足 
・パラペッ
ト 

（略） 
 

２ 

堤
防
断
面 

一連の堤防の内、計
画堤防断面に対し
て特に断面が狭小
である箇所又は堤
防の上端幅（天端
幅）が狭い箇所。（堤
防断面積あるいは
堤防の上端幅（天端
幅）が計画の１／２
以下の区間）。パラ
ペットが設置され
ており、その高さが
３０ｃｍ以上の箇
所。 

一連の堤防の
内、計画堤防断
面に対して断
面が狭小であ
る箇所又は堤
防の上端幅（天
端幅）が狭い箇
所。（堤防断面
積あるいは堤
防の上端幅（天
端幅）が計画の
２／３以下の
区間）。パラペ
ットが設置さ
れており、その
高さが３０ｃ
ｍ未満の箇所。 

 ・堤防断面
不足 
・堤防の上
端幅 
（天端幅）
不足 
・パラペッ
ト 

（略） 
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P.19-24 

第 6章 

第 1節 

１ 気象、高潮及び洪水についての予報・警報（名古屋地方

気象台発表） 

水防に関する気象、高潮及び洪水の注意報・警報は「注

意報」は大雨等の気象現象により災害が起こるおそれのあ

るとき、「警報」は重大な災害が起こるおそれのあるとき、

「特別警報」は重大な災害が起こるおそれが著しく大きい

場合に、名古屋地方気象台から発表される。また、土砂災

害や低地の浸水、中小河川の増水･氾濫等については、実際

に危険度が高まっている場所が「（追加）危険度分布（追加）」

等で発表される。さらに、現象の予告的情報や補完的情報

等として気象情報が発表されることがある。 

（略） 

 

(4) 大雨警報 

大雨による重大な災害が発生するおそれがあると予想

されたときに発表される。(追加)大雨警報（土砂災害）は高

齢者等の避難が必要とされる警戒レベル３に相当する。 

 

 

 

(5) 高潮警報 

台風や低気圧等による海面の異常な上昇により重大

な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発

表される。各市町村の海岸における潮位予測を基に発

表される。高潮警報に切り替える可能性に言及されて

いない場合は、避難行動の確認が必要とされる警戒レ

１ 気象、高潮及び洪水についての予報・警報（名古屋地方

気象台発表） 

水防に関する気象、高潮及び洪水の注意報・警報は「注

意報」は大雨等の気象現象により災害が起こるおそれの

あるとき、「警報」は重大な災害が起こるおそれのあると

き、「特別警報」は重大な災害が起こるおそれが著しく大

きい場合に、名古屋地方気象台から発表される。また、土

砂災害や低地の浸水、中小河川の増水･氾濫等について

は、実際に危険度が高まっている場所が「キキクル（警報

の危険度分布）」等で発表される。さらに、現象の予告的

情報や補完的情報等として気象情報が発表されることが

ある。 

（略） 

(4) 大雨警報 

大雨による重大な災害が発生するおそれがあると予

想されたときに発表される。大雨警報には、大雨警報（土

砂災害）、大雨警報（浸水害）、大雨警報（土砂災害、浸

水害）のように、特に警戒すべき事項が明記される。大

雨警報（土砂災害）は高齢者等の避難が必要とされる警戒

レベル３に相当する。 

(5) 高潮警報 

台風や低気圧等による海面の異常な上昇により重大

な災害が発生するおそれがあると予想されたときに

発表される。各市町村の海岸における潮位予測を基

に発表される。危険な場所から避難が必要とされる

警戒レベル４に相当する。 

県計画

の記載に

合わせ修

正、追記 

（表記

の整理） 
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ベル２である。高潮警報に切り替える可能性が高い旨

に言及されている場合は高齢者等の避難が必要とされ

る警戒レベル３に相当する。 

(6) 洪水警報 

河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、

重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに

発表される。対象となる重大な災害として、河川の増水や

氾濫、堤防の損傷や決壊による重大な災害があげられる。

高齢者等の（追加）避難が必要とされる警戒レベル３に相

当する。 

(7) 大雨特別警報 

大雨が特に異常であるため重大な災害が発生するお

それが著しく大きいときに発表される。大雨特別警報に

は、大雨特別警報（土砂災害）、大雨特別警報（浸水害）、

大雨特別警報（土砂災害、浸水害）のように、特に警戒

すべき事項が明記される。災害がすでに発生している状

況であり、命を守るための最善の行動をとる必要がある

ことを示す警戒レベル５に相当する。 

 

(8) 高潮特別警報 

台風や低気圧等による海面の上昇が特に異常である

ため重大な災害が発生するおそれが著しく大きいとき

に発表される。（追加）避難が必要とされる警戒レベ

ル４に相当する。 

 

 

 

(6) 洪水警報 

河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、

重大な災害が発生するおそれがあると予想されたとき

に発表される。対象となる重大な災害として、河川の増

水や氾濫、堤防の損傷や決壊による重大な災害があげら

れる。高齢者等は危険な場所から避難が必要とされる警

戒レベル３に相当する。 

(7) 大雨特別警報 

大雨が特に異常であるため重大な災害が発生するお

それが著しく大きいときに発表される。大雨特別警報

には、大雨特別警報（土砂災害）、大雨特別警報（浸

水害）、大雨特別警報（土砂災害、浸水害）のように、

特に警戒すべき事項が明記される。災害が発生又は切

迫している状況であり、命の危険が迫っているため直

ちに身の安全を確保する必要があることを示す警戒

レベル５に相当する。 

 

(8) 高潮特別警報 

台風や低気圧等による海面の上昇が特に異常である

ため重大な災害が発生するおそれが著しく大きいと

きに発表される。危険な場所から避難が必要とされ

る警戒レベル４に相当する。 
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(9) 気象情報 

ア 「全般気象情報（気象庁発表）、東海地方気象情報、

愛知県気象情報」…気象の予報等について、特別警報・

警報・注意報に先立って注意を喚起する場合や、特別警

報・警報・注意報が発表された後の経過や予想、防災上

の注意を解説する場合等に発表される。 

 （追加） 

 

 

 

 

 

 

イ 「記録的短時間大雨情報」（気象庁発表）…愛知県内

で、大雨警報発表中に（追加）数年に一度程度しか発生

しないような猛烈な短時間の大雨（追加）を観測(地上

の雨量計による観測)又は解析(気象レーダーと地上の

雨量計を組み合わせた分析)したときに、気象庁から発

表される。この情報が発表されたときは、土砂災害や低

地の浸水、中小河川の増水・氾濫といった災害発生につ

ながるような猛烈な雨が降っている状況であり、実際

に災害発生の危険度が高まっている場所については、

（追加）警報の危険度分布で確認する必要がある。（追

加）発表基準は、１時間雨量１００ｍｍ（追加）である。 

 

 

(9) 気象情報 

ア 「全般気象情報（気象庁発表）、東海地方気象情報、

愛知県気象情報」…気象の予報等について、特別警報・

警報・注意報に先立って注意を喚起する場合や、特別

警報・警報・注意報が発表された後の経過や予想、防

災上の注意を解説する場合等に発表される。 

大雨による災害発生の危険度が急激に高まってい

る中で、線状の降水帯により非常に激しい雨が同じ場

所で降り続いているときには、「線状降水帯」という

キーワードを使って解説する「顕著な大雨に関する愛

知 県気象情報」という表題の気象情報が府県気象情

報、地方気象情報、全般気象情報として発表される。 

イ 「記録的短時間大雨情報」（気象庁発表）…愛知県内

で、大雨警報発表中の二次細分区域において、キキク

ルの 「非常に危険」（うす紫）が出現し、かつ数年に

一度程度しか発生しないような猛烈な雨（１時間降水

量）が観測(地上の雨量計による観測)又は解析(気象レ

ーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析)されたと

きに、気象庁から発表される。この情報が発表された

ときは、土砂災害や低地の浸水、中小河川の増水・氾

濫といった災害発生につながるような猛烈な雨が降

っている状況であり、実際に災害発生の危険度が高ま

っている場所については、「キキクル（警報の危険度

分布）で確認する必要がある。愛知県の雨量による発

表基準は、１時間雨量１００ｍｍ以上の降水が観測又

は解析されたときである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【碧南市水防計画 新旧対照表】 

- 10 - 

ウ 「土砂災害警戒情報」（愛知県・名古屋地方気象台共

同発表）…大雨警報（土砂災害）の発表後、命に危険を

及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしくない状況と

なったときに、市町村長の避難指示等の発令判断や住

民の自主避難の判断を支援するため、対象となる市町

村（＊）を特定して警戒を呼びかける情報で、愛知県と

名古屋地方気象台から共同で発表される。土砂災害警

戒情報が発表された市町村内で危険度が高まっている

詳細な領域は（追加）大雨警報（土砂災害）の危険度分

布（追加）で確認することができる。（追加）避難が必

要とされる警戒レベル４に相当する。 

   （略） 

(10)(追加)大雨警報・洪水警報の危険度分布(追加) 

種  類 概 要 

（追加）

大雨警報

（土砂災

害の危険

度 分布

（土砂災

害警戒判

定メッシ

ュ情報）

（追加） 

大雨による土砂災害発生の危険度の高まり

（追加）を、地図上で １ｋｍ 四方の領域（メ

ッシュ）ごとに５段階に色分けして示す情

報。土壌雨量指数等の２時間先までの土壌雨

量指数等の２時間先までの予測値を用いて

危険度を表示する。常時１０分ごとに更新し

ており、大雨警報（土砂災害）や土砂災害警

戒情報等が発表されたときには、どこで危険

度が高まっているかを面的に確認すること

ができる。 

ウ 「土砂災害警戒情報」（愛知県・名古屋地方気象台

共同発表）…大雨警報（土砂災害）の発表後、命に危

険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしくない

状況となったときに、市長の避難指示の発令判断や住

民の自主避難の判断を支援するため、対象となる市町

村（＊）を特定して警戒を呼びかける情報で、愛知県

と名古屋地方気象台から共同で発表される。土砂災害

警戒情報が発表された市町村内で危険度が高まって

いる詳細な領域は土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）

の危険度分布）で確認することができる。危険な場所

から避難が必要とされる警戒レベル４に相当する。 

   （略） 

(10) キキクル（大雨警報・洪水警報の危険度分布）等の

種類と概要 

種  類 概 要 

土砂キキ

クル（大

雨警報

（土砂災

害の危険

度 分布

（土砂災

害警戒判

定メッシ

大雨による土砂災害発生の危険度の高まり

の予測を、地図上で １ｋｍ 四方の領域（メ

ッシュ）ごとに５段階に色分けして示す情

報。土壌雨量指数等の２時間先までの土壌

雨量指数等の２時間先までの予測値を用い

て危険度を表示する。常時１０分ごとに更

新しており、大雨警報（土砂災害）や土砂災

害警戒情報等が発表されたときには、どこ

で危険度が高まっているかを面的に確認す

ることができる。 

 

 

 

 

表記の修

正 

 

 

 

 

県計画に

あわせ修

正、追記 
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・ 「非常に危険」（うす紫）、「極めて危

険」（濃い紫）：警戒レベル３に相当。 

・ 「警戒」（赤）：高齢者等の（追加）避

難が必要とされる警戒レベル３に相当。 

・ 「注意」（黄）：避難に備えハザードマ

ップ等により災害リスク等を再確認する

など、（追加）自らの避難行動の確認が必

要とされる警戒レベル２に相当。 

 

 （追加）

大雨警報

（浸水害）

の危険度

分布（追

加） 

 短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まり

（追加）を、地図上で１ｋｍ四方の領域（メ

ッシュ）ごとに５段階に色分けして示す情

報。1１時間先までの表面雨量指数の予測値

を用いて常時１０分ごとに更新しており、大

雨警報（浸水害）等が発表されたときには、

どこで危険度が高まるかを面的に確認するこ

とができる。 

 （追加）

洪水警

報の危険

度分布

（追加） 

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小

河川（水位周知河川及びその他河川）の洪

水害発生の危険度の高まり（追加）を、地

図上で河川流路を概ね１ｋｍごとに５段階

に色分けして示す情報。３時間先までの流

域雨量指数の予測値を用いて常時１０分ご

とに更新しており、洪水警報等が発表され

ュ情

報）））※ 

・ 「非常に危険」（うす紫）：危険な場所

から避難が必要とされる警戒レベル４に

相当。 

・ 「警戒」（赤）：高齢者等は危険な場所

から避難が必要とされる警戒レベル３に

相当。 

・ 「注意」（黄）：避難に備えハザードマ

ップ等により災害リスク等を再確認する

など、避難に備え自らの避難行動の確認

が必要とされる警戒レベル２に相当。 

浸水キキク

ル（大雨警

報（浸水

害）の危険

度分布） 

 短時間強雨による浸水害発生の危険度の高ま

りの予測を、地図上で１ｋｍ四方の領域（メ

ッシュ）ごとに５段階に色分けして示す情

報。1１時間先までの表面雨量指数の予測値

を用いて常時１０分ごとに更新しており、大

雨警報（浸水害）等が発表されたときには、

どこで危険度が高まるかを面的に確認するこ

とができる。 

洪水キキ

クル（洪

水警報

の危険度

分布） 

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小

河川（水位周知河川及びその他河川）の洪

水害発生の危険度の高まりの予測を、地図

上で河川流路を概ね１ｋｍごとに５段階に

色分けして示す情報。３時間先までの流域

雨量指数の予測値を用いて常時１０分ごと

に更新しており、洪水警報等が発表された
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たときには、どこで危険度が高まるかを面

的に確認することができる。 

・ 「非常に危険」（うす紫）：（追加）避難

が必要とされる警戒レベル４に相当。 

・ 「警戒」（赤）：高齢者等の（追加）避

難が必要とされる警戒レベル３に相当。 

・ 「注意」（黄）：避難に備えハザードマ

ップ等により災害リスク等を再確認する

など、自らの避難行動の確認が必要とさ

れる警戒レベル２に相当。 

  

（追加） 

（略） 

 

 

（別表１）大雨警報基準 

市町村等を 
まとめた地域 

市町村名 表面雨量指数基準 土壌雨量指数基準 

西三河南部 碧南市 23 150 

（略） 

 

（別表３）大雨注意報基準 

市町村等を 
まとめた地域 

市町村名 表面雨量指数基準 土壌雨量指数基準 

西三河南部 碧南市 13 106 

ときには、どこで危険度が高まるかを面的

に確認することができる。 

・ 「非常に危険」（うす紫）：危険な場所

から避難が必要とされる警戒レベル４に

相当。 

・ 「警戒」（赤）：高齢者等は危険な場所

から避難が必要とされる警戒レベル３に

相当。 

・ 「注意」（黄）：避難に備えハザードマ

ップ等により災害リスク等を再確認する

など、自らの避難行動の確認が必要とさ

れる警戒レベル２に相当。 

※「極めて危険」（濃い紫）：警戒レベル５緊急安全確保の発

令対象区域の絞り込みに活用 

（略） 

（別表１）大雨警報基準 

市町村等を 
まとめた地域 

市町村名 表面雨量指数基準 土壌雨量指数基準 

西三河南部 碧南市 23 161 

（略） 

 

（別表３）大雨注意報基準 

市町村等を 
まとめた地域 

市町村名 表面雨量指数基準 土壌雨量指数基準 

西三河南部 碧南市 13 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（警報等

の発表基

準の変

更） 
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（略） 

 

（別表５）高潮警報基準 

市町村等を 
まとめた地域 

市町村名 警報基準（標高ｍ） 

西三河南部 碧南市 2.2（追加） 

（追加） 

（略） 

 

 

 

（別表７）大雨・高潮特別警報基準 

現

象

の

種

類 

特

別

警

報

の

基

準 

特別警報の指標 

碧南市

におけ

る 

５０年

に一度

の値 

大

雨

特

別

警

報 

台

風

や

集

中

豪

雨

に

よ

り

数

十

年

に

一

「数十年に一度」の現象に相当する指標は以下に記載す

る。 

大雨特別警報（警戒レベル５相当）の指標 

確率値を用いた場合（浸水害） 

１ 以下①又は②いずれかを満たすと予想され、かつ、さら

に雨が降り続くと予想される地域の中で、（追加）危険度

分布（追加）で５段階のうち最大の危険度が出現している

市町村等に大雨特別警報（浸水害）※1を発表する。 

① ４８時間降水量及び土壌雨量指数※2において、５０

年に一度の値を超過した５ｋｍ格子が、共に５０格子以

上まとまって出現。 

② ３時間降水量及び土壌雨量指数※2において、５０年

に一度の値を超過した５ｋｍ格子が、共に１０格子以上

48時間

雨量

=428mm 

3時間

雨量

=169mm 

土壌雨

量指数

=265 

 

※特別

警報は

50年に

一度の

値を超

地

面

現

象 

（

大

雨

特

別

（略） 

 

（別表５）高潮警報基準 

市町村等を 
まとめた地域 

市町村名 警報基準（標高ｍ） 

西三河南部 碧南市 2.2＊ 

*愛知県が定める基準水位観測所における高潮特別警戒

水位への潮位の到達状況を考慮して、これによらず高潮警

報を発表する場合があります。 

（略） 

 

（別表７）大雨・高潮特別警報基準 

現

象

の

種

類 

特

別

警

報

の

基

準 

特別警報の指標 

碧南市

におけ

る 

５０年

に一度

の値 

大

雨

特

別

警

報 

台

風

や

集

中

豪

雨

に

よ

り

数

十

年

に

一

度

「数十年に一度」の現象に相当する指標は以下に記載す

る。 

大雨特別警報（警戒レベル５相当）の指標 

確率値を用いた場合（浸水害） 

１ 以下①又は②いずれかを満たすと予想され、かつ、さ

らに雨が降り続くと予想される地域の中で、浸水キキク

ル（危険度分布）又は洪水キキクル（危険度分布）で５

段階のうち最大の危険度が出現している市町村等に大雨

特別警報（浸水害）を発表する。 

① ４８時間降水量及び土壌雨量指数※1において、５

０年に一度の値を超過した５ｋｍ格子が、共に５０格

子以上まとまって出現。 

② ３時間降水量及び土壌雨量指数※1において、５０

年に一度の値を超過した５ｋｍ格子が、共に１０格子

以上まとまって出現（ただし、３時間降水量が１５０

48時間

雨量

=428mm 

3時間

雨量

=169mm 

土壌雨

量指数

=265 

 

※特別

警報は

50年に

一度の

値を超

過する

地

面

現

象 

（

大

雨

特

別

警
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（略） 

別表１～別表４ 大雨及び洪水警報・注意報基準表の見方 

(1)  大雨警報・注意報の表面雨量指数基準＊は、市の域内におい

て単一の値をとる。 

(2)  大雨警報・注意報の土壌雨量指数基準＊は１ｋｍ四方毎に

設定している。大雨の欄中、土壌雨量指数基準には、市の域内

警

報

（

土

砂

災

害

）） 

度

の

降

雨

量

と

な

る

大

雨

が

予

想

さ

れ

る

場

合 

まとまって出現（ただし、３時間降水量が１５０ｍｍ※3

以上となったを超える格子のみをカウント対象とす

る）。 

指数を用いた場合（土砂災害） 

過去の多大な被害をもたらした現象に相当する土壌雨

量指数※２の基準値を地域ごとに設定し、この基準値以

上となる１km 格子が概ね１０格子以上まとまって出現

すると予想され、かつ、激しい雨※4 がさらに降り続く

と予想される場合、その格子が出現している市町村等

に大雨特別警報（土砂災害）を発表する。 

※１ 当該地域の中で、大雨警報(浸水害)の危険度分布又

は、洪水警報の危険度分布において最大危険度が出現

している市町村等には大雨特別警報(浸水害)を発表。  

※２ 土壌雨量指数：降った雨が土壌中に水分量としてどれ

だけ溜まっているかを数値化したもの。 

※３ ３時間降水量 1５０ｍｍ：１時間５０ｍｍの雨(滝の

ようにゴーゴー降る、非常に激しい雨)が３時間続くこ

とに相当。 

※４（追加） １時間に概ね３０ｍｍ以上の雨。 

（略） 

過する

領域が

府県予

報区程

度の広

がりを

もつ現

象を対

象とし

ている

ため、

碧南市

が上記

の値を

超える

ことの

みで特

別警報

は発表

される

ことは

ない。 

  （略）  

報

（

土

砂

災

害

）

） 

の

降

雨

量

と

な

る

大

雨

が

予

想

さ

れ

る

場

合 

ｍｍ※2以上となった格子のみをカウント対象とす

る）。 

指数を用いた場合（土砂災害） 

過去の多大な被害をもたらした現象に相当する土壌雨

量指数※1 の基準値を地域ごとに設定し、この基準値以

上となる１km 格子が概ね１０格子以上まとまって出現

すると予想され、かつ、激しい雨※3 がさらに降り続く

と予想される場合、その格子が出現している市町村等

に大雨特別警報（土砂災害）を発表する。 

※１ 土壌雨量指数：降った雨が土壌中に水分量としてど

れだけ溜まっているかを数値化したもの。 

※２ ３時間降水量 1５０ｍｍ：１時間５０ｍｍの雨(滝の

ようにゴーゴー降る、非常に激しい雨)が３時間続く

ことに相当。 

※３ 激しい雨:１時間に概ね３０ｍｍ以上の雨。 

（略） 

領域が

府県予

報区程

度の広

がりを

もつ現

象を対

象とし

ている

ため、

碧南市

が上記

の値を

超える

ことの

みで特

別警報

は発表

される

ことは

ない。 

  （略）  

（略） 

 

 

 

 

別表１～別表４ 大雨及び洪水警報・注意報基準表の見方 

(1)  大雨警報・注意報の表面雨量指数基準＊は、市の域内にお

いて単一の値をとる。 

(2)  大雨警報・注意報の土壌雨量指数基準＊は１ｋｍ四方毎に

設定している。大雨の欄中、土壌雨量指数基準には、市の域内

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【碧南市水防計画 新旧対照表】 

- 15 - 

における基準の最低値を示す。 

(3)  洪水の欄中、｢○○川流域=30｣は、｢○○川流域の流域雨量指

数＊30 以上｣を意味する。 

(4) 洪水警報・注意報の流域雨量指数基準は、各流域のすべての

地点に設定しているが、別表２及び４の流域雨量指数基準には

主要な河川における代表地点の基準値を示す。欄が空白の場合

は、当該市町村等において主要な河川は存在しないことを表す。 

(5) 洪水警報・注意報の複合基準は、主要な河川における代表地

点の（表面雨量指数，流域雨量指数）の組み合わせによる基準

値を示す。 

(6)  洪水の欄中、「指定河川洪水予報による基準」の「○○川［△

△］」は、洪水警報においては「指定河川である○○川に発表さ

れた洪水予報において、△△基準観測点で氾濫警戒情報、また

は氾濫危険情報の発表基準を満たしている場合に洪水警報を発

表する」ことを、洪水注意報においては、同じく「△△基準観

測点で氾濫注意情報の発表基準を満たしている場合に洪水注意

報を発表する」ことを意味する。 
 

における基準の最低値を示す。 

(3)  洪水の欄中、｢○○川流域=30｣は、｢○○川流域の流域雨量

指数＊30 以上｣を意味する。 

(4) 洪水警報・注意報の流域雨量指数基準は、各流域のすべての

地点に設定しているが、別表２及び４の流域雨量指数基準には

主要な河川における代表地点の基準値を示す。欄が空白の場合

は、当該市町村等において主要な河川は存在しないことを表

す。 

(5) 洪水警報・注意報の複合基準は、主要な河川における代表地

点の（表面雨量指数，流域雨量指数）の組み合わせによる基準

値を示す。 

(6)  洪水の欄中、「指定河川洪水予報による基準」の「○○川［△

△］」は、洪水警報においては「指定河川である○○川に発表

された洪水予報において、△△基準観測点で氾濫警戒情報、又

は氾濫危険情報の発表基準を満たしている場合に洪水警報を

発表する」ことを、洪水注意報においては、同じく「△△基準

観測点で氾濫注意情報の発表基準を満たしている場合に洪水

注意報を発表する」ことを意味する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表記の修

正 

 

P.29、30 

第 6章 

第 2節 

１ 気象、高潮及び洪水に関する予報・警報伝達系統図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 気象、高潮及び洪水に関する予報・警報伝達系統図  

 

県計画

の記載に

合わせ修

正（警報

等伝達系

統の変

更） 
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（略） 

２ 津波警報等の伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 緊急速報メールは、気象等（大雨、暴風、高潮、波浪、暴風雪、大雪）に関

する特別警報が対象市町村に初めて発表されたときに、気象台から携帯電話事業

者を通じて関係するエリアに配信される。 

愛知県から市、市から住民への経路及び日本放送協会名古屋放送局か

ら住民への経路は、特別警報が発表された際に、通知又は周知の措置が

義務づけられている。 

 

(略) 

２ 津波警報等の伝達系統図 

 

※ 緊急速報メールは、大津波警報・津波警報が発表されたときに、気象台から

携帯電話事業者を通じて関係するエリアに配信される。 

愛知県から市、市から住民への経路及び日本放送協会名古屋放送局

から住民への経路は、特別警報が発表された際に、通知又は周知の措

置が義務づけられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P32 

第７章 

第３節 

１ 水防警報の対象水位（潮位）観測所及び発表基準 

（１）国土交通大臣が水防警報を行う河川      

（略） 

イ 津波に関するもの 

(ｱ) 発表の種類、内容、発表基準 

種類 内    容 発 表 基 準 

１ 水防警報の対象水位（潮位）観測所及び発表基準 

（１）国土交通大臣が水防警報を行う河川      

（略） 

イ 津波に関するもの 

(ｱ) 発表の種類、内容、発表基準 

種類 内    容 発 表 基 準 

表記の整

理 
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情
報
収
集 

水防団員の安全を確保し
た上で水防活動に備えて津
波発生の有無、津波到達時
刻等を情報収集するもの。 

地震発生により津波到来の
恐れが否定できないとき。 

出
動 

水防機関が出動する必要
がある旨を警告するもの。 

 伊勢・三河湾の津波警報、津
波注意報が解除された場合。
ただし、津波警報から津波注
意報に切り替わった場合で、
水防作業が安全に行える状態
で、かつ、必要と認めるときは
発表することができる。 

解
除 

 水防活動の必要が解消し
た旨を通告するもの。 

 巡視等により被害が確認さ
れなかったとき、または水防
作業が終了したとき等、水防
作業を必要とする河川（又は
海岸）状況が解消したと認め
る場合。 

注）津波到達時間が短い場合、津波到達までに水防警報が発表できな

い場合が想定されるため、津波警報が発表されている間であって、

水防警報が通知されるまでの間においては、水防管理者は、水防団

員の安全を確保する措置を取ること。 

（略） 

情
報
収
集 

水防団員の安全を確保し
た上で水防活動に備えて津
波発生の有無、津波到達時
刻等を情報収集するもの。 

地震発生により津波到来の
恐れが否定できないとき。 

出
動 

水防機関が出動する必要
がある旨を警告するもの。 

 伊勢・三河湾の津波警報、津
波注意報が解除された場合。
ただし、津波警報から津波注
意報に切り替わった場合で、
水防作業が安全に行える状態
で、かつ、必要と認めるときは
発表することができる。 

解
除 

 水防活動の必要が解消し
た旨を通告するもの。 

 巡視等により被害が確認さ
れなかったとき、又は水防作
業が終了したとき等、水防作
業を必要とする河川（又は海
岸）状況が解消したと認める
場合。 

注）津波到達時間が短い場合、津波到達までに水防警報が発表でき

ない場合が想定されるため、津波警報が発表されている間であっ

て、水防警報が通知されるまでの間においては、水防管理者は、

水防団員の安全を確保する措置を取ること。 

（略） 

P.35、36 

第 8章 

第 4節 

 

 

 

 

 

第四節 洪水予報の種類等と発表基準（矢作川） 

(略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四節 洪水予報の種類等と発表基準（矢作川） 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画

の記載に

合わせ修

正 

（洪水予

報等の見

直しに伴

う変更） 
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第 5節 

 

 

 
第五節 洪水予報伝達系統 

１ 国土交通大臣が指定した河川 

（矢作川） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五節 洪水予報伝達系統 

１ 国土交通大臣が指定した河川 

（矢作川） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.38 

第 9章 

第 1節 

第一節 意義 

１ 河川の水位情報の周知 

国土交通大臣または知事が、洪水予報河川以外の河川で

洪水により重大又は相当な損害が生ずるおそれがあるもの

として指定した河川（水位周知河川）について、洪水特別警

戒水位等を定め、当該河川の水位がこれに達したときは、

その旨を関係者（知事、水防管理者、量水標管理者）に通知

するとともに、一般に周知させるもの（法第１３条第１項・

第２項・第３項） 

第一節 意義 

１ 河川の水位情報の周知 

国土交通大臣又は知事が、洪水予報河川以外の河川で

洪水により重大又は相当な損害が生ずるおそれがあるも

のとして指定した河川（水位周知河川）について、洪水特

別警戒水位等を定め、当該河川の水位がこれに達したと

きは、その旨を関係者（知事、水防管理者、量水標管理者）

に通知するとともに、一般に周知させるもの（法第１３条

第１項・第２項・第３項） 

県計画

の記載に

合わせ修

正（表記

の整理） 
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P.39 

第 9章 

第 3節 

第三節 水位情報周知を行う水位観測所における基準水位 

１ 知事が指定した海岸 

(略) 

（追加） 

第三節 水位情報周知を行う水位観測所における基準水位 

１ 知事が指定した海岸 

(略) 

高潮特別警戒水位及び高潮警戒水位のイメージ 

（高潮特別警戒水位） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（高潮警戒水位） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

県計画

の記載に

合わせ修

正（様式

の修正） 

P.41-43 

第 9章 

第 5節 

 

 

 

 

第五節 水位情報等発表文例 第五節 水位情報等発表文例 県計画

の記載に

合わせ修

正（様式

の修正） 
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P.45-47 

第 10章 

第 1節 

２ 愛知県水防テレメータシステム 

（略） 

（愛知県水防テレメータシステムの他に、危機管理型水位計を１７

３局設置している。） 

（略） 

２ 愛知県水防テレメータシステム 

（略） 

（愛知県水防テレメータシステムの他に、危機管理型水位計を１

８０基設置している。） 

（略） 

県計画に

合わせ修

正（危機

管理型水

位計の追

加） 
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（略） 

 

 

 

（略） 

 

 

４
　
愛
知
県
水
防
テ
レ
メ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
水
位
観
測
局

　
　
★
は
水
防
警
報
（水
位
周
知
）基
準
観
測
局
及
び
基
準
水
位
を
表
す
。

４
　
愛
知
県
水
防
テ
レ
メ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
水
位
観
測
局

　
　
★
は
水
防
警
報
（水
位
周
知
）基
準
観
測
局
及
び
基
準
水
位
を
表
す
。
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６ 危機管理型水位計 

 (1) 概要 

 洪水時のみの水位観測に特化し、機器の小型化や通信

機器等のコストを低減した水位計。 

水位情報は、一般財団法人河川情報センターウェブサイト

「川の水位情報」（https://k.river.go.jp/）に掲載す

る。〔水位計１７３基〕（令和３年４月１日現在） 

（略） 

６ 危機管理型水位計 

 (1) 概要 

 洪水時のみの水位観測に特化し、機器の小型化や通

信機器等のコストを低減した水位計。 

水位情報は、一般財団法人河川情報センターウェブサイト

「川の水位情報」（https://k.river.go.jp/）に掲載す

る。〔水位計１８０基〕（令和４年４月１日現在） 

（略） 

P.51 

第 10章 

第 3節 

４ 津波における留意事項 
（略） 

従って、水防活動及び水防団（消防団）員地震の避難に利

用可能な時間は異なる。 

遠地津波で襲来まで時間がある場合は、正確な情報収集、

水防活動、避難誘導等が可能なことがある。しかし、近地津

波で、かつ安全な避難場所までの所要時間がかかる場合は、

水防団（消防団）員自身の避難以外の行動が取れないこと

が多い。 

従って、あくまでも水防団（消防団）員自身の避難時間を

確保した上で、避難誘導や水防活動を実施しなければなら

ない。 

５ 安全配慮 

洪水、津波又は高潮のいずれにおいても、水防団(追加)

（消防団）自身の安全確保に留意して水防活動を実施する

ものとする。 

４ 津波における留意事項 
（略） 

したがって、水防活動及び水防団（消防団）員自身の避

難に利用可能な時間は異なる。 

遠地津波で襲来まで時間がある場合は、正確な情報収

集、水防活動、避難誘導等が可能なことがある。しかし、

近地津波で、かつ安全な避難場所までの所要時間がかか

る場合は、水防団（消防団）員自身の避難以外の行動が取

れないことが多い。 

したがって、あくまでも水防団（消防団）員自身の避難

時間を確保した上で、避難誘導や水防活動を実施しなけ

ればならない。 

５ 安全配慮 

洪水、津波又は高潮のいずれにおいても、水防団員（消

防団）自身の安全確保に留意して水防活動を実施するも

のとする。 

県計画

の記載に

合わせ修

正 
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P54、56、59 

第１０章 

第４節 

 

１ 水門、樋門、防潮扉 

（略） 

(2) 水門、樋門及び陸閘の運用規程（抜粋） 

（略） 

（施設の操作の訓練） 

第７条 操作規則第七条第一項に規定する施設の操作の訓練の内

容は、操作の確実性、迅速性の向上や、操作、退避ルールが

実態に即したものとなっているかの検証に資する内容とし、

具体的な内容は、想定事象（津波発生時、高潮時等）を踏ま

えた訓練毎の実施計画によるものとする。 

２ 知事は、前項に規定する訓練や次条第一項に規定する点検等

の機会を活用して、操作員に対して平常時から操作の方法、

安全確保にかかる事項等の周知に努めるものとする。 

３ 第一項に規定する訓練等により、津波等の被害の防止又は操

作員の安全確保のために必要があると認める場合は、本運用

規程を変更するものとする。 

（略） 

（略） 

(5) 沢渡川合流樋管の運用規程（抜粋） 

（略） 

（施設の操作の訓練） 

第５条 施設の操作の訓練の内容は、操作の確実性、迅速性の向上

や、操作、退避ルールが実態に即したものとなっているかの検証

に資する内容とし、具体的な内容は、想定事象（洪水時）を踏ま

えた訓練毎の実施計画によるものとする。 

２ 知事は、前項に規定する訓練や次条第一項に規定する点検等の

１ 水門、樋門、防潮扉 

（略） 

(2) 水門、樋門及び陸閘の運用規程（抜粋） 

（略） 

（施設の操作の訓練） 

第７条 操作規則第七条第一項に規定する施設の操作の訓練の内

容は、操作の確実性、迅速性の向上や、操作、退避ルールが

実態に即したものとなっているかの検証に資する内容とし、

具体的な内容は、想定事象（津波発生時、高潮時等）を踏ま

えた訓練毎の実施計画によるものとする。 

２ 知事は、前項に規定する訓練や次条第一項に規定する点検等

の機会を活用して、操作員に対して平常時から操作の方法、

安全確保に係る事項等の周知に努めるものとする。 

３ 第一項に規定する訓練等により、津波等の被害の防止又は操

作員の安全確保のために必要があると認める場合は、本運用

規程を変更するものとする。 

（略） 

（略） 

(5) 沢渡川合流樋管の運用規程（抜粋） 

（略） 

（施設の操作の訓練） 

第５条 施設の操作の訓練の内容は、操作の確実性、迅速性の向上

や、操作、退避ルールが実態に即したものとなっているかの検証

に資する内容とし、具体的な内容は、想定事象（洪水時）を踏ま

えた訓練毎の実施計画によるものとする。 

２ 知事は、前項に規定する訓練や次条第一項に規定する点検等の

表記の

修正 
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機会を活用して、操作員に対して平常時から操作の方法、安全確

保にかかる事項等の周知に努めるものとする。 

（略） 

（略） 

機会を活用して、操作員に対して平常時から操作の方法、安全確

保に係る事項等の周知に努めるものとする。 

（略） 

（略） 

P60、62 

第１０章 

第５節 

 

１ 水防工法 

表…水防工法の種類 

原

因 
工  法 施 工 箇 所 効     果 

工 法 の 概 

要 

 （略） 

亀 
 

裂 

折り返し

工 

堤防上端（天端）

に亀裂が生じた

箇所。（粘土質堤

防） 

竹の弾力性を利用

して亀裂の拡大を

防ぐ。 

上端（天端）の亀

裂をはさんで両

肩付近に竹をさ

し折り曲げて連

結する。 

打ち継ぎ

工 

堤防上端（天端）

に亀裂が生じた

箇所。（砂質堤防） 

亀裂の拡大を防

ぐ。 

上端（天端）の亀

裂をはさんで両

肩付近に杭を打

ち、鉄線で結束

する。 

五徳縫い

工 

堤防の居住側斜

面（裏法）、また

は裏小段に亀裂

が生じた箇所。 

竹の弾力性を利用

して亀裂の拡大を

防ぐ。 

居住側斜面（裏

法面）の亀裂を

竹で縫い崩落を

防ぐ。 

かご止め

工 

堤防の居住側斜

面（裏法）、また

は裏小段に亀裂

や崩れが起こり

そうな箇所。 

堤防の居住側斜面

（裏法面）や裏小

段の亀裂や崩壊を

防ぐ。 

居住側斜面（裏

法面）に菱形形

状に杭を打ち、

竹又は鉄線で縫

う。 

（略） 

２ 水防活動中の心得 

１ 水防工法 

表…水防工法の種類 

原

因 
工  法 施 工 箇 所 効     果 

工 法 の 概 

要 

 （略） 

亀 
 

裂 

折り返し

工 

堤防上端（天端）

に亀裂が生じた

箇所。（粘土質堤

防） 

竹の弾力性を利用

して亀裂の拡大を

防ぐ。 

上端（天端）の亀

裂をはさんで両

肩付近に竹をさ

し折り曲げて連

結する。 

打ち継ぎ

工 

堤防上端（天端）

に亀裂が生じた

箇所。（砂質堤防） 

亀裂の拡大を防

ぐ。 

上端（天端）の亀

裂をはさんで両

肩付近に杭を打

ち、鉄線で結束

する。 

五徳縫い

工 

堤防の居住側斜

面（裏法）、又は

裏小段に亀裂が

生じた箇所。 

竹の弾力性を利用

して亀裂の拡大を

防ぐ。 

居住側斜面（裏

法面）の亀裂を

竹で縫い崩落を

防ぐ。 

かご止め

工 

堤防の居住側斜

面（裏法）、又は

裏小段に亀裂や

崩れが起こりそ

うな箇所。 

堤防の居住側斜面

（裏法面）や裏小

段の亀裂や崩壊を

防ぐ。 

居住側斜面（裏

法面）に菱形形

状に杭を打ち、

竹又は鉄線で縫

う。 

（略） 

２ 水防活動中の心得 

表記の

整理 
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（略） 

(4) 命令および情報の伝達は、とくに迅速、正確、慎重を

期し、みだりに人心を動揺させたり、いたずらに水防従

事者を緊張によって疲れさせないように留意し、最悪時

に最大の水防能力を発揮できるよう心がけること。 

（略） 

（略） 

(4) 命令及び情報の伝達は、とくに迅速、正確、慎重を期

し、みだりに人心を動揺させたり、いたずらに水防従事

者を緊張によって疲れさせないように留意し、最悪時

に最大の水防能力を発揮できるよう心がけること。 

（略） 

P.63 

第 10章 

第 6節 

３ 避難所の設置 

避難先は、直近で防災上安全な公共建物を優先利用する

が、市地域防災計画で指定している避難所とする。（資料編

-資料１０） 

また、水害時の緊急避難先として水害時避難場所（一時

退避場所所）を（資料編-資料１１）のとおり指定する。 

避難の方法としては、避難者が自主的に避難することを

原則とするが、要配慮者等自力で避難することができない

場合は自主防災会、民生委員(追加)児童委員、地域支援者

等の協力を得て避難するものとする。また、緊急を要する

場合は、必要に応じて車両等を出動させるものとする。 

(略) 

３ 避難所の設置 

避難先は、直近で防災上安全な公共建物を優先利用す

るが、市地域防災計画で指定している避難所とする。（資

料編-資料１０） 

また、水害時の緊急避難先として水害時避難場所（一時

退避場所所）を（資料編-資料１１）のとおり指定する。 

避難の方法としては、避難者が自主的に避難すること

を原則とするが、要配慮者等自力で避難することができ

ない場合は自主防災会、民生委員、児童委員、地域支援者

等の協力を得て避難するものとする。また、緊急を要する

場合は、必要に応じて車両等を出動させるものとする。 

(略) 

表記の

整理 

P.63 

第 10章 

第 7節 

１ 洪水対応 

(1) 浸水想定区域の指定状況 

国土交通省及び愛知県は、洪水予報河川及び水位周知

河川（追加）について、河川が氾濫した場合に浸水が想

定される区域を浸水想定区域として指定し、指定の区域

及び浸水した場合に想定される水深を公表する。（法第

１４条（追加）） 

１ 洪水対応 

(1) 浸水想定区域の指定状況 

国土交通省及び愛知県は、洪水予報河川、水位周知

河川その他の河川について、河川が氾濫した場合に浸

水が想定される区域を浸水想定区域として指定し、指

定の区域及び浸水した場合に想定される水深を公表す

る。（法第１４条第１項・第２項） 

県計画

の記載に

合わせ修

正 

（法改正

に伴う変

更） 
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現在、碧南市に関係する洪水予報河川及び水位周知河

川（追加）に係る浸水想定区域図は次のとおりである。 

・ 矢作川浸水想定区域図 

（平成２８年５月３１日公表：国土交通省中部地方

整備局豊橋河川事務所） 

(2) 浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び

浸水の防止のするための措置 

洪水予報指定河川及び水位周知河川（追加）につい

て、浸水想定区域の指定があったときは、市地域防災計

画において、少なくとも当該浸水想定区域ごとに、次に

掲げる事項について定めることとなっている。 

（略） 

 

現在、碧南市に関係する洪水予報河川、水位周知河

川その他の河川に係る浸水想定区域図は次のとおりで

ある。 

・ 矢作川浸水想定区域図 

（平成２８年５月３１日公表：国土交通省中部地

方整備局豊橋河川事務所） 

(2) 浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及

び浸水の防止のするための措置 

洪水予報指定河川、水位周知河川その他の河川につ

いて、浸水想定区域の指定があったときは、市地域防

災計画において、少なくとも当該浸水想定区域ごと

に、次に掲げる事項について定めることとなってい

る。 

（略） 

P74 

第 11章 

第４節 

第四節 河川管理者の協力事項 

 指定水防管理団体が行う水防のための活動に、河川管理者

の協力を得ることとして、当該指定水防管理団体の水防管理

者が水防計画に河川管理者が協力する事項を記載するとき

は、水防法第３３条第４項で準用する第７条第３項により、

当該事項について、あらかじめ、河川管理者に協議し、その

同意を得ることとされている。 

 本水防計画においては、水防管理者が行う河川管理者（国

土交通大臣および知事）との協議に資するため、河川管理者

が協力を行うこととする事項は、以下のとおりとする。 

（略） 

第四節 河川管理者の協力事項 

 指定水防管理団体が行う水防のための活動に、河川管理

者の協力を得ることとして、当該指定水防管理団体の水防

管理者が水防計画に河川管理者が協力する事項を記載す

るときは、水防法第３３条第４項で準用する第７条第３項

により、当該事項について、あらかじめ、河川管理者に協

議し、その同意を得ることとされている。 

 本水防計画においては、水防管理者が行う河川管理者（国

土交通大臣及び知事）との協議に資するため、河川管理者が

協力を行うこととする事項は、以下のとおりとする。 

（略） 

表記の

整理 
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P74 

第 11章 

第 5節 

第五節 河川管理者からの情報提供（ホットライン） 

 洪水、高潮の際に、浸水が想定される区域を有する市町村

長が行う避難指示等の発令の判断を支援するための情報提供

の一環として、河川管理者が氾濫のおそれがあるときなどに、

自ら市長本人へ直接情報を伝える仕組みを構築し、「ホットラ

イン」運用要綱を定め、運用する。 

 

第五節 河川管理者からの情報提供（ホットライン） 

 洪水、高潮の際に、浸水が想定される区域を有する市長が

行う避難指示等の発令の判断を支援するための情報提供の

一環として、河川管理者が氾濫のおそれがあるときなどに、

自ら市長本人へ直接情報を伝える仕組みを構築し、「ホット

ライン」運用要綱を定め、運用する。 

 

表記の整

理 

 

 


